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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シリコン太陽電池において、
　エミッタ層を備えたシリコン層と、前記エミッタ層内の少なくとも１つの多孔化された
領域とを有し、
　前記多孔化された領域の少なくとも一部は金属ケイ化物層として形成されており、該金
属ケイ化物層は前記エミッタ層と共通する表面から出発して、前記エミッタ層の下に配置
された、前記エミッタ層に隣接するシリコン層の方向に延びており、前記金属ケイ化物層
の厚さは前記エミッタ層の前記多孔化された領域の厚さに制限され、但し、前記多孔化さ
れた領域は、前記エミッタ層と前記エミッタ層に隣接するシリコン層と間の境界領域にま
では到達しておらず、
　前記金属ケイ化物層の上に少なくとも１つの金属層が被着されている
ことを特徴とする、シリコン太陽電池。
【請求項２】
　前記金属層はニッケルまたは銅または銀を含有する、請求項１記載の太陽電池。
【請求項３】
　前記金属ケイ化物層の金属と、前記金属ケイ化物層の上に被着される前記金属層の金属
とは同一である、請求項１または２記載の太陽電池。
【請求項４】
　シリコン層を有するウェハから、シリコン太陽電池を製造する方法において、
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　金属を含有する電解質であるエッチング剤を用いて、エミッタ層として設けられている
シリコン層をエッチングするか、または、既に形成されているエミッタ層をエッチングし
、少なくとも１つの領域において層を多孔化するステップと、
　前記エミッタ層を有するウェハ側の表面に構造化されたマスク層を形成し、マスク層を
有する領域およびマスク層を有していない領域を形成するステップと、
　前記マスク層を有していない領域において、多孔化されたシリコンと金属を含有する電
解質とを接触させることによって、多孔化された前記エミッタ層を直流めっきにより第１
の金属層をコーティングするステップと、
　前記エミッタ層と共通する表面から出発して、前記エミッタ層の下に配置され、前記エ
ミッタ層に隣接するシリコン層の方向に延びる金属ケイ化物層が、多孔化された領域の少
なくとも一部において形成されるまで、前記エミッタ層および前記第１の金属層を加熱す
るステップと、但し、前記金属ケイ化物層の厚さは前記エミッタ層の前記多孔化された領
域の厚さに制限され、前記多孔化された領域は、前記エミッタ層と前記エミッタ層に隣接
するシリコン層と間の境界領域にまでは到達しておらず、
　前記マスク層を除去するステップと
を有することを特徴とする、太陽電池を製造する方法。
【請求項５】
　前記方法は付加的に、
　エミッタ層として設けられている前記シリコン層をドープし、エミッタ層を形成するス
テップを有する、請求項４記載の方法。
【請求項６】
　ｎドープされたエミッタシリコン層においては、多孔化されたシリコンと金属を含有す
る電解質との接触と、多孔化され、陰極に極性付けられたシリコン内およびシリコン上の
金属の析出とによって、多孔化された前記エミッタ層の第１の金属層の前記コーティング
を実施する、請求項４または５記載の方法。
【請求項７】
　ｎドープされたエミッタシリコン層においては、前記シリコン層の陽極の極性付けを用
いた電気化学的なエッチングによってシリコン層の多孔化を実施する、請求項４から５ま
でのいずれか１項記載の方法。
【請求項８】
　シリコンを陰極または陽極に極性付けるための電気的な接触を電解質の外側において行
う、請求項６または７記載の方法。
【請求項９】
　前記エッチング剤は、フッ酸、応力緩和剤、および、金属塩を有する、請求項４から８
までのいずれか１項記載の方法。
【請求項１０】
　製造すべき太陽電池の一方の側のみを電解質に晒す、請求項４から９までのいずれか１
項記載の方法。
【請求項１１】
　金属ケイ化物層を形成するために前記加熱を行うステップを、２５０℃から７００℃の
範囲の温度で実施する、請求項４から１０までのいずれか１項記載の方法。
【請求項１２】
　前記金属ケイ化物層の形成後に、残存する前記第１の金属層を除去し、続いて新たに第
１の金属層を析出させる、請求項４から１１までのいずれか１項記載の方法。
【請求項１３】
　前記金属ケイ化物層が形成される領域において、第２の金属層を形成する、請求項４か
ら１２までのいずれか１項記載の方法。
【請求項１４】
　前記加熱を行うステップを実施する前に、前記第１の金属層の上に第２の金属層を形成
する、請求項４から１２までのいずれか１項記載の方法。
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【請求項１５】
　前記マスク層はシルクスクリーン法を用いて塗布されるレジストを有する、請求項４か
ら１２までのいずれか１項記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エミッタシリコン層を備えたシリコン太陽電池ならびにその種の太陽電池の
製造方法に関する。
【０００２】
　シリコン太陽電池はｎドープされたシリコン層およびｐドープされたシリコン層を有す
る。太陽電池のエミッタとして機能する面に光子が衝突すると、２つの層の間で電荷の平
衡化が行われるか、２つの層の間で電流の流れが生じ、これをコンタクトを介して案内す
ることができる。その種の太陽電池の上面には通常の場合、金属からなり、かつ、複数の
コンタクトフィンガを備えた帯状コンタクトが取り付けられており、これに対し、下面に
はコンタクトとしての金属層がその全面に設けられている。帯状コンタクトおよび金属面
は太陽電池の電気的な極を形成する。
【０００３】
　従来技術においては、銀ペーストがプリント法によって表面に塗布されることにより、
帯状コンタクトおよび金属フィンガが形成される。従来技術の欠点は、銀ペーストから形
成される電気的なリード線は、この銀ペーストが多孔性に形成されているため、比較的高
い線路抵抗を有することである。さらに、銀ペーストから、この銀ペーストの下に配置さ
れているシリコン層への伝達抵抗が比較的高く、また、基板との接着も比較的弱い。
【０００４】
　太陽電池を改良するための別のアプローチは効率を高めることを本質とする。例えば、
エミッタ層の厚さを比較的薄くすることによって比較的高い効率を達成することができる
。従来技術による太陽電池においては、エミッタ層の厚さは僅か数百ナノメートルである
。さらに薄い放射層が使用される場合、確かに論理的には効率を高めることができるが、
金属性の電気的なリード線がその種の薄いエミッタ層を貫通し、その結果、その種の太陽
電池は電気的に短絡する可能性がある。
【０００５】
　したがって本発明の課題は、電気的な線路抵抗が比較的低い電気的なリード線を有し、
シリコン層に対して比較的低い電気的な伝達抵抗を有し、かつ、良好に接着される、太陽
電池を提供することである。さらにこのことは、太陽電池が電気的に短絡することなく、
数百ナノメートルから約５０ナノメートルの非常に薄いエミッタ層を備えた太陽電池にお
いて確実に達成されるべきである。この課題は、反射防止層が設けられている太陽電池に
おいても達成されるべきである。さらに、本発明の課題は、太陽電池を簡単かつ廉価に製
造できるようにすることである。
【０００６】
　太陽電池に関する課題は、請求項１に記載されている構成によって解決される。また、
太陽電池を製造するための方法に関する課題は、請求項８に記載されている構成によって
解決される。本発明の有利な実施形態は従属請求項に記載されている。
【０００７】
　本発明によるシリコン太陽電池は、エミッタ層を備えたシリコン層と、化学的または電
気化学的なエッチングによって多孔化された、エミッタ層内の少なくとも１つの領域とを
有し、多孔化された領域の少なくとも一部は金属ケイ化物として形成されており、この金
属ケイ化物の上には少なくとも１つの金属層が被着されている。
【０００８】
　シリコン上に直接的に被着されている金属は確かに比較的低い電気的な線路抵抗を有す
るが、被着されている金属が後続の処理ステップにおいてシリコンから簡単に剥離する可
能性があるので、機械的な接着は依然として比較的悪いものである。しかしながら、本発
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明によれば、金属とシリコンから成る化合物が金属ケイ化物の形態で提供されることによ
って、金属とシリコンとの間の比較的低い電気的な伝達抵抗を達成することができる。
【０００９】
　本発明による太陽電池においては、金属ケイ化物は、化学的または電気化学的なエッチ
ングによって多孔化された、エミッタ層内の領域に形成されている。このことは、エッチ
ングによって凹凸の多い構造が生じ、この凹凸の多い構造を良好にメタライジングするこ
とができ、かつ、金属とシリコンとの間の良好な接着が保証されるので有利である。さら
には、金属ケイ化物は、エッチング後に多孔化されており、かつ、反応に好適な表面が設
けられている領域においては、隣接する多孔化されていない領域よりも高速に形成される
ので、形成される金属ケイ化物の大部分を多孔化された領域に限定することができる。し
たがって多孔化された領域によって、金属ケイ化物の高さを制限することができる。
【００１０】
　さらには、エッチングプロセスの時間を正確に制限することができるので、多孔化され
た領域の高さを簡単なやり方で非常に正確に、また低い高さに調整することができる。こ
のことは、その種の太陽電池においては、金属ケイ化物がエミッタの高さ全体に沿って延
在しているのではなく、エミッタ層の上面側から延びているが、エミッタ層全体の高さよ
りも低い高さを有する領域においてのみ延在していることを意味する。したがって、貫通
するメタライジング、または、エミッタ層に隣接するシリコン層との短絡を阻止すること
ができる。つまり、エッチングは非常に制御された多孔化を実現するので、数１００ナノ
メートルから約５０ナノメートルの厚さを有する非常に薄いエミッタ層において金属ケイ
化物を有する領域を形成することができる。
【００１１】
　本発明によれば、金属ケイ化物の上に金属層が被着されている。金属層は金属ケイ化物
層上に非常に良好に接着されており、それら２つの層間の低い電気的な伝達抵抗が達成さ
れる。金属層は金属ケイ化物と共に、太陽電池の電気的なリード線を形成する。有利には
金属層がニッケル、銅または銀を含有し、殊に有利には、この金属層が化学的または電気
化学的に被着されており、したがってプリントされたペーストほどの多孔性を有しておら
ず、したがって比較的低い線路抵抗を有する。
【００１２】
　有利には、シリコン層が高ｎドープされたシリコンを含有する層を有する。この種のシ
リコン層は僅かにドープされたシリコン層に比べて、エッチング剤が作用する際に種々の
強さで腐食されることが観察された。高ｎドープされた層を、低ドープされた層よりも短
時間でエッチングすることができる。この観察結果を本発明による太陽電池の製造にも有
利に使用することができる。高ｎドープされたシリコン層は、エミッタにおけるエッチン
グの深さ、したがって多孔化された領域の高さ、もしくは、続いて形成される金属ケイ化
物の高さを簡単なやり方で制限することができる。このことは、僅か数１００ナノメート
ルから５０ナノメートルまでの厚さを有するエミッタ層においても、太陽電池の電気的な
短絡が生じることなく達成される。
【００１３】
　本発明の１つの実施形態によれば、エミッタ層に反射防止層が被着されている。これに
よって、入射する光の比較的僅かな割合しか太陽電池によって反射されないので、太陽電
池のより高い効率を達成することができる。反射防止層は有利にはシリコン窒化物、シリ
コン酸化物またはスズ酸化物を含有し、スズ酸化物はシリコン窒化物およびシリコン酸化
物に比べて導電性である。
【００１４】
　本発明の１つの実施形態によれば、反射防止層は多孔性のシリコンから形成されている
。この層は太陽電池の表面全体にわたり形成されている。有利には、この層がエミッタの
一部であり、また数１００ナノメートルから５０ナノメートルの厚さに制限されている。
有利には、メタライジングを実施するために、その種の反射防止層を構造化することはも
はや必要ない。多孔化を構造化せずに、かつ、マスク層を必要とすることなく実施するこ
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とができる。したがって、フッ酸に対して耐性がなければならないマスク層は必要ない。
多孔化の後に、構造化されるマスク層を被着することができるので、マスク層を有する領
域とマスク層を有していない領域が生じる。マスク層を有していない領域においては、金
属層を用いたコーティングを行うことができる。続いてエミッタ層および金属層の加熱が
行われ、金属ケイ化物層が形成される。
【００１５】
　有利には、金属ケイ化物の金属と、金属ケイ化物の上に被着される金属層の金属は同一
である。したがって比較的簡単な製造が実現される。
【００１６】
　本発明は、シリコン層を有するウェハから前述のシリコン太陽電池を製造するための方
法に関し、この方法は以下のステップを有する：
－エッチング剤を用いて、エミッタ層として設けられているシリコン層、または、既に形
成されているエミッタ層をエッチングし、少なくとも１つの領域において層を多孔化する
ステップ、
－エミッタ層を有するウェハ側の表面に構造化されたマスク層を形成し、マスク層を有す
る領域とマスク層を有していない領域を形成するステップ、
－マスク層を有していない領域において、第１の金属層を用いて多孔化されたエミッタ層
をコーティングするステップ、
－金属ケイ化物層が形成されるまで、エミッタ層および第１の金属層を加熱するステップ
、
－マスク層を除去するステップ。
【００１７】
　既に構造化されたマスク層を、例えばシルクスクリーン法を用いて被着させることがで
きるか、または、面全体にマスク層を被着し、例えばレーザの使用によって事後的に構造
化することができる。マスク層を有する領域およびマスク層を有していない領域が生じる
ように構造化が行われ、マスク層を有していない領域内では、エミッタ層が露出されるま
で構造化が実施される。マスク層の下に別の層、例えば反射防止層が存在する場合、マス
ク層を有していない領域においては反射防止層も除去され、反射防止層の下に存在するエ
ミッタ層が露出されるまで構造化が実施される。構造化によって狭い領域またはチャネル
を形成することができ、その領域またはチャネルの底部または基底部、この実施形態にお
いては露出されたエミッタ層をエッチング剤によって腐食させることができる。
【００１８】
　マスク層を有していない領域におけるエッチングもしくは露出されたエミッタ層のエッ
チングによって、層の表面における多孔性の構造を形成することができる。その種のエッ
チングおよび表面における多孔性の構造の形成を時間的に非常に限定的に行うことができ
るので、エミッタ層のエッチングによる腐食の深さは浅いものでしかない。これによって
、エミッタ層が非常に薄い場合であっても、多孔化された領域はエミッタ層の下に設けら
れている層にまで到達しないことが保証され、これによって短絡を回避することができる
。多孔化は殊に有利である。何故ならば、このように処理された表面は凹凸の多い構造を
有し、この構造は被着すべき金属層を良好に収容し、機械的に固定することができるから
である。さらに、金属層とシリコンエミッタ層との間の低い電気的な伝達抵抗が達成され
る。さらには、多孔化された材料のエッチングによって非常に反応が好適になるので、エ
ミッタ層および金属層を加熱する際には、低い温度でも簡単に金属ケイ化物層が形成され
、この金属ケイ化物層は良好に接着され、また低い電気抵抗を有する。多孔性の構造のみ
で、十分な固定および低い電気抵抗を達成することができる。
【００１９】
　しかしながら、前述の順序を変更することもできる。つまり、先ずエミッタ層がエッチ
ング剤によってエッチングされ、それによりエミッタ層が多孔化されることも同様に考え
られる。エッチングの腐食を１つの領域に限定することができるか、エミッタ層の表面全
体において行うことができる。続いて、構造化されたマスク層が形成され、その結果、マ
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スク層を有する領域およびマスク層を有していない領域が形成されるステップを実施する
ことができる。続いて、マスク層を有していない領域における多孔化されたエミッタ層が
第１の金属層でもってコーティングされ、エミッタ層および第１の金属層が加熱され、続
いて、マスク層が除去される。したがって、マスク層を用いないエッチングが行われ、エ
ッチング剤に対して耐性がなければならないマスク層は必要とされないので有利である。
【００２０】
　さらには、シリコン層のエッチングが行われ、このシリコン層はまだエミッタ層ではな
く、ドーピングによる別の方法ステップにおいてようやくエミッタ層が形成される。した
がってこの実施形態においては、ドーピングは上述のようにエッチングの前に行われるの
ではなく、エッチングの後に行われる。エミッタ層が形成されると、続いて上述のように
、構造化されたマスク層が形成され、第１の金属層を用いたコーティングが行われ、続い
て、金属ケイ化物が形成され、その後、マスク層が除去されるステップを行うことができ
る。
【００２１】
　マスク層が、金属ケイ化物を形成するための加熱の際に生じる温度に損傷無く耐えられ
ない場合には、マスク層を加熱のステップの前に除去することができる。有利には、金属
層を用いたコーティングは外部電流を要することなく行われるか、または、化学的もしく
は電気化学的に行われる。このことは例えば、ｎドープされたエミッタシリコン層におい
ては、多孔化されたシリコンと金属を含有する電解質との接触接続と、多孔化され、陰極
に極性付けられたシリコン内および／またはシリコン上の金属の析出とによってコーティ
ングが行われる。マスク層は、このマスク層のエッチングされていないチャネル内におけ
る、形成すべき金属層の横方向の拡張が行われるよう機能する。析出された金属は部分的
に、多孔化された構造の深くまで到達し、さらには選択された処理パラメータ（電圧、電
流強度、電界質濃度または時間）に応じて所定の高さにまで形成される。しかしながら、
金属が多孔化された構造の深くに到達し、そこにおいて自由空間を充填するが、その後別
の層は形成されないように、金属の析出を行うことも可能である。
【００２２】
　金属層の構造化によって狭いチャネルを形成することができるので、金属ケイ化物、ま
た必要に応じてその上に形成される金属層は狭い線幅を有する。このことは、リード線を
有する太陽電池を形成することができ、このリード線はその幅が狭いことに基づき、太陽
電池の放射面が僅かにしか遮蔽されないので有利である。このようにして形成されたリー
ド線は、リード線のために銀ペーストがプリント法で表面に被着される従来の方式よりも
小さい遮蔽面を有する。その種の銀ペーストによって、金属フィンガまたはリード線のみ
を製造することができ、その幅はその高さよりも長いので、金属フィンガの十分に低い電
気抵抗に関して、最小の高さを下回らない。しかしながらこのことは、１００μｍよりも
大きい最小幅を意味しているので、太陽電池の最小面は金属フィンガによって覆われてい
る。構造化されたマスク層によって、１００μｍよりも狭い線幅が形成されるので、太陽
電池の寸法が等しい場合、より小さい面しか覆われず、太陽電池のより高い効率を達成す
ることができる。
【００２３】
　直流めっきによる析出の場合、エミッタ層に光を作用させることにより金属を被着させ
ることもできる。そのような場合には、シリコンウェハの裏面側が陰極コンタクトを有し
、この場合、アノードは電界質内に設けられている。この場合、電池は阻止方向に極性付
けられており、その一方で、エミッタ層への光の作用によって、より大きな光電流が流れ
、この光電流によってエミッタ表面における直流めっきが行われる。このことは有利であ
る。なぜならば、これによって、媒体内のエミッタ層の接触接続を行う必要がなくなり、
また、コンタクト位置の外部磁界の影響に起因する、エミッタ層上の層厚変動またはコン
タクトの直流めっきのようなその他の問題を回避することができるからである。光電流に
よって、エミッタ層の表面において、直流めっきによるコーティングが行われる場合には
通常存在する高導電性の開始層がまだ存在しないという問題を回避することができる。
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【００２４】
　ｎドープされたエミッタシリコン層では、シリコン層の陽極の極性付けを用いた電気化
学的なエッチングによってシリコン層の多孔化を行うことができ、この場合、シリコン層
がエッチング剤に浸漬される。このことは、コーティングの場合と同じ設備を選択するこ
とができるので有利である。もっとも、この場合には、極性が反転されている。シリコン
層はエッチングの際に陽極に極性付けられるので、この層が多孔化される。後続のコーテ
ィングのために、シリコンウェハの修正また取り外しは必要とされず、また洗浄ステップ
などの実施も必要とされず、これによって時間が節約される。電解質はエッチングの際に
既に孔内に含まれており、コーティングのために孔内に浸透する必要はないので、湿潤の
問題も存在しない。
【００２５】
　本願発明による方法においては、シリコンを陰極または陽極に極性付けるための電気的
なコンタクトを電界質の外側で行うことができるので、コンタクトおよびリード線は電界
質内の磁界にさらされず、一緒に直流めっきされない、または一緒にエッチングされない
。
【００２６】
　有利には、エッチング剤は金属を含有する電解質であるので、エッチングおよびコーテ
ィングのために同一の電解質を使用することができる。エッチング剤はフッ酸、応力緩和
剤、例えば界面活性剤、アルコールまたは酢酸および金属塩を有することができ、有利に
は、フッ酸２５体積％、エタノール２５体積％、ニッケル硫酸塩溶剤、または、８０ｇ／
ｌから１８５ｇ／ｌのニッケルを含むニッケル塩化物溶剤２５体積％および水２５体積％
の組成を有する。
【００２７】
　他の有利な組成ではエタノールが含まれず、フッ酸は２５体積％より少なくても十分で
あり、また固溶限界までのニッケルアセテートが予定される。他の組成においては、ニッ
ケルアセテートは固溶限界まで含有しながら、フッ酸の濃度を２５体積％にすることがで
きるので、多孔化の際に６０ｍＡ／ｃｍ2までの比較的高い電流密度を達成することがで
きる。フッ酸の濃度が５体積％から１０体積％の場合、３０ｍＡ／ｃｍ2までの電流密度
で多孔化を行うことができる。ニッケル含有量が高いことによって、ニッケルを析出する
際の高い電流密度が実現される。ニッケル濃度が比較的低い場合には、電解質の通電容量
は相応に低くなる。
【００２８】
　別の有利な組成は以下の通りである：フッ酸５体積％から１０体積％、固溶限界まで溶
解されたニッケルアセテート１５０ｇ／ｌから１８０ｇ／ｌ、応力緩和剤、例えば、陽極
的にドデシル硫酸ナトリウム（Ｃ12Ｈ25ＮａＯ4Ｓ）を有する応力緩和剤、または、陰極
的にセチルトリメチルアンモニウムブロミド（Ｃ19Ｈ42ＢｒＮ）を有する緩和剤、または
、非イオン性のｐ－ｔ－オクチルフェノール誘導体、例えば製品名Triton(R)Ｘ－１００
を有する応力緩和剤。
【００２９】
　製造すべき太陽電池の一方の側のみが電界質に晒される場合、したがって一方の側を乾
式に接触接続できる場合には、簡単な接触接続部を達成することができる。
【００３０】
　金属ケイ化物層を形成するために加熱を行うステップは、２５０℃から７００℃の範囲
、有利には２５０℃から４００℃の範囲の温度で行われる。多孔化されたシリコンでは、
２５０℃から４００℃の低い温度範囲においてケイ化物を既に形成することができるので
、シリコンに作用する熱的な負荷は比較的小さくて済む。これによって、金属ケイ化物を
形成する際に、多孔化されたシリコンと多孔化されていないシリコンとの間の深みに関す
る選択性を達成することができる。多孔性のシリコンを有する金属ケイ化物を形成するた
めには低い温度で十分であるが、多孔化されていない領域を有する金属ケイ化物の形成は
比較的高い温度を必要とするか、その温度において著しく低い速度で処理される。
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【００３１】
　１つの実施形態によれば、金属ケイ化物層の形成後に、残存する第１の金属層が除去さ
れ、続いて新たに第１の金属層が析出される。これによって、反応層、例えば酸化物層が
金属ケイ化物層の形成後に除去されるので、続いて被着される第１の金属層を確実に接着
させることができる。
【００３２】
　有利には、金属ケイ化物層が形成される領域においては、続いて第２の金属層が形成さ
れる。したがって、全体として、線路抵抗を低減することができる。金属ケイ化物層がニ
ッケルケイ化物である場合には、例えば、３つの別の金属層をニッケル、銅およびスズの
順番で、またはニッケル、銅、銀の順番で設けることができる。金属ケイ化物が銀ケイ化
物である場合、第２の金属層は銀を含有する。
【００３３】
　本発明による方法の別の実施形態によれば、多孔化されたシリコンへの第１の金属層の
被着後に加熱はまだ実施されず、第１の金属層の上に第２の金属層が形成される。これに
よって、マスク層がウェハ上、殊に反射防止層上に残存させることができるので、反射防
止層内の多孔化された個所において誤った析出が行われることはない。析出はマスク層の
エッチングされた領域においてさらに行われ、これによって金属層の横方向の拡張部を確
実に、エッチングされた領域の幅に制限することができる。この場合、加熱は金属層の完
全な被着後およびマスク層の除去後に行われる。メタライジング部は良好に接着されて多
孔性のシリコン上に存在するので、金属層が剥離されることなく、マスク層を剥離するこ
とができる。多孔化された基板を必要とすることなく金属をコーティングする場合、マス
ク層の除去後の金属ケイ化物の形成は不可能である。シリコンは多孔状の形態で存在する
ので、加熱の際には、接着が損なわれること無く、シリコンを含有する第１の金属層は確
実に金属ケイ化物を形成する。
【００３４】
　有利には、マスク層は、シルクスクリーンによって塗布することができるレジストを有
する。光構造化可能なレジストを使用する必要はない。むしろレジストは、後に金属化が
行われるべき領域において自由な位置を取ることができる。
【００３５】
　有利には、レジストはフッ酸、アセトン、エタノール、硝酸、カリウム水酸化液または
カ性ソーダ液のようなアルカリ液に対して耐性がある。
【００３６】
　本発明を、縮尺通りに示していない図面を参照しながら詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】第１の実施形態による、シリコン太陽電池の出発材料としてのウェハの断面図を
示す。
【図２】第２の方法ステップの実施後の第１の実施形態によるウェハの断面図を示す。
【図３】第３の方法ステップの実施後の第１の実施形態によるウェハの断面図を示す。
【図４】第４の方法ステップの実施後の第１の実施形態によるウェハの断面図を示す。
【図５】第５の方法ステップの実施後の第１の実施形態によるウェハの断面図を示す。
【図６】第６の方法ステップの実施後の第１の実施形態によるウェハの断面図を示す。
【図７】第７の方法ステップの実施後の第１の実施形態によるウェハの断面図を示す。
【図８】第５の方法ステップの実施後の第２の実施形態による、シリコン太陽電池の出発
材料としてのウェハの断面図を示す。
【図９】第６の方法ステップの実施後の第２の実施形態によるウェハの断面図を示す。
【図１０】第１の方法ステップの実施後の第３の実施形態によるウェハの断面図を示す。
【図１１】第５の方法ステップの実施後の第３の実施形態によるウェハの断面図を示す。
【００３８】
　図１には、ウェハ２０の断面図が示されており、このウェハはｎドープされたシリコン
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層１およびｐドープされたシリコン層２を有する。ｎドープされた層は例えば２００ナノ
メートルの高さを有し、かつ、エミッタ層として機能する。他方、ｐドープされた層は支
持体材料（バルク）として１００マイクロメートルから２００マイクロメートルの高さを
有する。ｎドープされた層１の上には、例えばシリコン窒化物からなる反射防止層３が形
成されており、この反射防止層３は例えば１００ナノメートルの高さを有する。反射防止
層３は必ずしも必要なものではないが、しかしながら、反射防止層３はｎドープされたエ
ミッタ層１へと入射する光の反射を低減するために使用されるので、設けられている場合
には有利である。図１に示されている実施形態においては、ウェハ２０においてエミッタ
層１が設けられている側の表面にマスク層４が被着されている。この実施形態においては
、反射防止層３が設けられているので、マスク層４はｎドープされたシリコン層１上に直
接的に設けられているのではなく、反射防止層３上に設けられている。マスク層４は少な
くとも１つの自由空間５を有し、この自由空間５はマスク層４の下に位置する層、この実
施形態においては反射防止層３にまで達している。マスク層の構造化によって自由空間を
形成することができる。しかしながら、既に自由空間が設けられているマスク層を反射防
止層に被着させることも可能である。
【００３９】
　ウェハが自由空間５に供給されるエッチング剤に晒されると、第２の方法ステップにお
いて、自由空間５の底部において反射防止層が完全にエッチングされるまでエッチング剤
は作用する（図２を参照されたい）。エッチング剤が比較的長く作用した結果、このエッ
チング剤は反射防止層３の下に位置する層、ここではｎドープされたシリコン層１も腐食
させる（図３を参照されたい）。この結果、ｎドープされたシリコン層１は多孔性の構造
を有するようになる（参照番号７を参照されたい）。エッチング剤のｎドープされたシリ
コン層１への作用時間が短い場合、シリコン層１の腐食によるエッチング深さを制限する
ことができる。このことは、エッチングプロセスが電気化学的に行われ、かつ、ｎドープ
された層１が高ｎドープされた領域と、その高ｎドープされた領域の下に位置する低ｎド
ープされた領域とを有する場合には、さらに支援される。高ｎドープされた領域は比較的
高速にエッチング剤によって腐食され、他方、その下に配置されている領域は僅かにしか
腐食されない。これによって、多孔性の構造がｎドープされた層とｐドープされた層との
間の境界領域８にまでは到達しないことが達成されるので、電気的な短絡を回避すること
ができる。多孔化の際に電流電圧曲線が記録される場合には、電圧の上昇によって、低ｎ
ドープされた層への到達を簡単に識別することができる。
【００４０】
　多孔化の後に、さらなる方法ステップにおいては、第１の金属層９、例えばニッケルが
多孔化された構造７に充填される。
【００４１】
　プロセスパラメータが相応に選択された場合、第１の金属層９をさらに形成することが
できるので、多孔性の構造７内のみでなく、多孔性の構造７の上にも第１の金属層９が設
けられる（図４を参照されたい）。金属層９はマスク層４に設けられている自由空間５内
に存在し、かつ、自由空間５の幅に相当する幅を有する。
【００４２】
　第１の実施形態においては、後続の方法ステップ（図５を参照されたい）において、マ
スク層４が除去される。続いて、少なくとも多孔化されたシリコン層が第１の金属層と共
に加熱され、その結果、金属ケイ化物層１０、例えばニッケルケイ化物が形成される（図
６を参照されたい）。多孔性の構造７に基づき、金属９とシリコン１との間の良好な接着
部が生じる。さらなる方法ステップ（図７を参照されたい）においては、第１の金属層９
の上に第２の金属層１１が被着され、これによって太陽電池３０が形成される。
【００４３】
　マスク層が除去される、第１の実施形態における第５の方法ステップの代わりに、第２
の実施形態においては、マスク層４がまだ残っている状態において、第１の金属層９の上
に第２の金属層１１を被着させることができる（図８を参照されたい）。これに続くさら
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なる方法ステップにおいては、少なくとも多孔化されたシリコン７が第１の金属層９と共
に加熱されることにより、金属ケイ化物１０が形成される（図９を参照されたい）。次に
マスク層４が除去され、その結果、この第２の実施形態においても太陽電池３０が形成さ
れる（図７を参照されたい）。金属ケイ化物を形成するための加熱の際に生じる温度にマ
スク層４が損傷無く耐えられない場合、マスク層は加熱のステップの前に除去される。
【００４４】
　図１０は、第１の方法ステップの後のウェハの第３の実施形態を示す。ウェハはシリコ
ン層を有し、このシリコン層は同時に反射防止層として機能することができる。第１の方
法ステップにおいては、シリコン層１の表面全体がエッチングされ、その結果、層が多孔
化される。続いて、既に構造化されているか、さらに構造化する必要があるマスク層４が
被着される。したがって、マスク層を有していない領域が生じ、この領域を第１の金属層
９および第２の金属素１１でもってコーティングすることができる。続いて、シリコン層
１および第１の金属層９が加熱され、その結果、金属ケイ化物７が形成される（図１１を
参照されたい）。マスク層４を除去した後に、２つの金属層９および１１が表面上に残り
、これによって本発明による太陽電池が形成される。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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